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事案の概要

　原告は、発明の名称を「給与計算方法及び給与計算プログラム」とする特許出願（特願2014－217202号）
をしたが、平成27年11月４日付で拒絶査定を受け、これに対し審判を請求したところ、特許庁は、平成
28年８月16日、審判請求不成立の審決をした。
　本件は、この審決の取消しを求める審決取消請求事件である。
　審決は、後記のとおり、本願発明と引用発明の相違点を相違点１～相違点５として認定した上で、い
ずれの相違点も当業者が容易に想到できるとした。



特 許 ニ ュ ー ス 平成29年９月４日（月曜日）（　　　）（第三種郵便物認可）2

　審決取消訴訟での争点は、①引用発明の認定の誤り、②相違点１及び２に係る容易想到性の判断の誤り、
③相違点３の認定及び容易想到性の判断の誤り、④相違点５に係る容易想到性の判断の誤りである。
　裁判所は、④の争点について審理・判断をし、審決は相違点５に係る容易想到性の判断を誤ったとして、
審決を取り消した。
　理由は、相違点５に係る容易想到性の判断の前提として審決が認定した周知技術を基礎付ける証拠が
ないこと（周知技術の認定誤り）、及び本願発明の課題を示唆するものがないこと（動機付けの不存在）
の２点である。
　なお、本件は、クラウドコンピューティングを用いた発明に関する事案である。進歩性を否定するた
めに必要とされる周知技術も、発明の課題も、伝統的な「技術」とは離れてきており、給与計算の際に考
慮される事項（ビジネスの方法）にかかわる内容のものとなっていることが窺われる。
　クラウドコンピューティングは、数年前から、新しい技術分野を開拓する基礎的技術として注目され
ていたものである。最近では、人工知能（ＡＩ）や、モノのインターネット（ＩｏＴ）が、次世代の技術
革新を担う基礎的技術として注目されている。新しい技術が現れてからそれが裁判事件になるまでには
タイムラグがある。人工知能（ＡＩ）にかかわる技術についての紛争が裁判事件となるのも、時間の問題
と思われる。
本件訂正発明

　本件で問題となった請求項１に係る発明（本願発明）は、次のとおりである。
「【請求項１】企業にクラウドコンピューティングによる給与計算を提供するための給与計算方法であっ
て、／サーバが、前記企業の給与規定を含む企業情報及び前記企業の各従業員に関連する従業員情報を
記録しておき、／前記サーバが、前記企業情報及び前記従業員情報を用いて、該当月の各従業員の給与
計算を行い、／前記サーバが、前記給与計算の計算結果の少なくとも一部を、前記計算結果の確定ボタ
ンとともに前記企業の経理担当者端末のウェブブラウザ上に表示させ、／前記確定ボタンがクリック又
はタップされると、前記サーバが、前記クリック又はタップのみに基づいて該当月の各従業員の前記計
算結果を確定させ、／前記従業員情報は、各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業
員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力された、給与計算を変動させる従業員入力情報を含むこと
を特徴とする給与計算方法。」　　
引用発明等

　問題となった引用発明及び周知例は、次のとおりである。
　①　引用例：特開2009－26060号公報
　②　周知例１：特開2002－304592号公報
　③　周知例２：特開2010－20535号公報
本願の明細書の記載（抜粋）

【技術分野】
【0001】
　本発明は、給与計算方法及び給与計算プログラムに関し、より詳細には、企業にクラウドコンピュー
ティングによる給与計算を提供するための給与計算方法及び給与計算プログラムに関する。

【背景技術】
【0002】
　従業員を雇用する企業は、毎月、給与額・各種税金に関する複雑な計算を行い、給与明細を作成して、
各従業員に配布している。また、当該企業を所管する税務署に対しては、所得税徴収高計算書の提出を
行っている。毎月の給与計算等のほか、従業員に対する源泉徴収票の発行、年金事務所に対する各種届
出等も一年を通じて発生し、従業員を雇用することで発生する事務作業は少なくない。


